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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

連結経営指標等

　

回次
第139期

第３四半期連結
累計期間

第140期
第３四半期連結
累計期間

第139期
第３四半期連結
会計期間

第140期
第３四半期連結
会計期間

第139期
 

会計期間

自　平成20年
　　４月１日
至　平成20年
　　12月31日

自　平成21年
　　４月１日
至　平成21年
　　12月31日

自　平成20年
　　10月１日
至　平成20年
　　12月31日

自　平成21年
　　10月１日
至　平成21年
　　12月31日

自　平成20年
　　４月１日
至　平成21年
　　３月31日

売上高 (千円) 5,887,6434,167,4191,807,4591,511,4887,294,505

経常利益又は
経常損失（△）

(千円) 539,860168,975△36,435 83,652 538,885

四半期（当期）純利益
又は四半期純損失（△）

(千円) 110,325 37,505△224,018 10,995 123,290

純資産額 (千円) ― ― 7,581,4527,424,6827,574,753

総資産額 (千円) ― ― 10,000,3609,487,3399,938,587

１株当たり純資産額 (円) ― ― 635.72 622.62 635.18

１株当たり四半期（当期）純
利益又は１株当たり四半期純
損失（△）

(円) 9.20 3.15 △18.78 0.92 10.29

潜在株式調整後１株当たり
四半期（当期）純利益

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) ― ― 75.8 78.3 76.2

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 447,767753,925 ― ― 875,482

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △598,910△831,289 ― ― △599,490

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △222,299△95,051 ― ― △260,937

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) ― ― 1,205,1011,421,1841,593,599

従業員数 (名) ― ― 252 254 249

(注) １　売上高には、消費税等は含まれておりません。

２　潜在株式調整後１株当り四半期（当期）純利益については潜在株式が存在せず、また、第139期第３四半期連結

会計期間においては１株当たり四半期（当期）純損失が計上されているため、記載しておりません。
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２ 【事業の内容】

当第３四半期連結会計期間において、当社及び当社の関係会社が営む事業の内容について、重要な変更は

ありません。

　

３ 【関係会社の状況】

当第３四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

　 平成21年12月31日現在

従業員数(名) 254〔75〕

(注) 　１　従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は〔　〕内に当第３四半期連結会計期間の平均雇用人員を外数で記

載しています。

　２　臨時従業員には、パートタイマー及び嘱託・契約従業員が含まれます。

　

(2) 提出会社の状況

　 平成21年12月31日現在

従業員数(名) 252〔72〕

(注) 　１　従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は〔　〕内に当第３四半期会計期間の平均雇用人員を外数で記載し

ています。

　２　臨時従業員には、パートタイマー及び嘱託・契約従業員が含まれます。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当第３四半期連結会計期間における生産実績を事業別に示すと、次のとおりであります。
　

事　　業 生産高(千円) 前年同四半期比（％)

セラミックス事業 968,767 △7.5

(注) １　金額は売価換算値で示しております。
２　上記の金額には消費税等は含まれておりません。

　

(2) 仕入実績

当第３四半期連結会計期間における仕入実績を事業別に示すと、次のとおりであります。
　

事　　業 仕入高(千円) 前年同四半期比（％）

セラミックス事業 65,033 △16.3

エンジニアリング事業 301,108 △29.3

合　　計 366,141 △27.3

(注) １　金額は仕入価格で示しております。

２　上記の金額には消費税等は含まれておりません。

　

(3) 受注実績

当第３四半期連結会計期間における受注実績を事業別に示すと、次のとおりであります。
　

事　　業 受注高(千円)
前年同四半期比
（％）

受注残高(千円)
前年同四半期比
（％）

セラミックス事業 1,270,042 12.1 1,132,286 △6.2

エンジニアリング事業 469,749 △20.0 272,972 △29.8

合　　計 1,739,791 1.2 1,405,259 △11.9

(注) １　セグメント間取引については、相殺消去しております。

２　金額は販売価格によっております。

３　上記の金額には消費税等は含まれておりません。

　

(4) 販売実績

当第３四半期連結会計期間における販売実績を事業別に示すと、次のとおりであります。
　

事　　業 販売高(千円) 前年同四半期比（％）

セラミックス事業 1,152,430 △12.2

エンジニアリング事業 359,057 △27.4

合　　計 1,511,488 △16.4

(注) １　セグメント間取引については、相殺消去しております。

２　金額は販売価格によっております。

３　上記の金額には消費税等は含まれておりません。
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２ 【事業等のリスク】

当第３四半期連結会計期間において、財務状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の異常な変動等

又は、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。

　

３ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結はありません。

　

４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 業績の状況

当第３四半期連結会計期間におけるわが国経済は、一昨年秋のリーマン・ショック以降の最悪期を脱し、

ようやく回復局面に入ったかに思われますが、依然として厳しい雇用情勢や個人消費の落ち込みに加え、米

国経済の不透明感等により、再度の景気悪化が囁かれており、先行き楽観視できない状況が続いておりま

す。

このような状況のもとで、当社グループは数々の営業強化策を展開して参りましたものの、残念ながら前

年同期比大幅な減収となりました。

この結果、売上高は、1,511,488千円と前年同期比で16.4％の減少となりました。

事業別では、セラミックス事業は電子部品業界向けを主とした耐摩耗セラミックスの売上高が前年度後

半の記録的な落ち込みからようやく回復基調に転じて参りましたものの、前年同期比では12.2％減の

1,152,430千円となりました。

エンジニアリング事業につきましては、生産設備投資需要の冷え込みが依然として続いており、セラミッ

クス事業以上に厳しい状況で推移しましたため、前年同期比27.4％減の359,057千円になりまりました。

損益面につきましては、あらゆる緒経費の削減に注力いたしましたものの、上記の大幅減収による減益が

大きく響き、営業利益は70,815千円（前年同期は45,410千円の営業損失）にとどまりました。

　経常利益も83,652千円（前年同期は36,435千円の経常損失）にとどまり、税金等調整前四半期純利益は

26,645千円（前年同期は244,969千円の税金等調整前四半期純損失）、また、四半期純利益は10,995千円

（前年同期は224,018千円の四半期純損失）となっております。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

(2）財政状態の分析

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、設備投資により固定資産が増加しましたが、減収に伴う売掛金

や受取手形等の売掛債権である流動資産が大きく減少し、前年同期比5.1％減の9,487,339千円となりまし

た。

負債については、流動資産同様減収による支払手形や買掛金等の流動負債が大きく減少し、前年同期比

14.7％減の2,062,656千円となりました。

純資産は、配当により、前年同期比2.1％減の7,424,682千円となりました。

　

(3) キャッシュ・フローの状況

当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は1,421,184千円となりました。

当第３四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであり

ます。

営業活動によるキャッシュ・フローは、減価償却費の増加が大きかったものの、売上債権の増加等の影響

により43,235千円のプラスとなりました。
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投資活動によるキャッシュ・フローは、成形機械等の設備投資に伴う有形固定資産の取得による支出で

245,299千円のマイナスとなりました。

 

財務活動によるキャッシュ・フローは、中間配当金の支払いや長期借入金の返済に伴い91,336千円のマ

イナスとなりました。

 

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結会計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更

及び新たに生じた課題はありません。

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針ならびに不適切な者に

よって支配されることを防止するための取組み等を定めており、その内容等（会社法施行規則第118条３号

に掲げる事項）は次のとおりです。
　

Ⅰ　当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

 (ⅰ)　基本方針の内容

当社は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者は、当社の事業特性ならびに株主の皆様やお取

引先をはじめ地域社会、従業員等の各ステークホルダーとの間に築かれた関係や当社の企業価値を十分に

理解し、当社の企業価値および株主様共同の利益を中長期的に確保し、継続的もしくは持続的に向上させる

者であることが必要と考えております。 

　また、当社は、当社株式の大規模買付行為が行われた際に、これに応じられるかどうかは、最終的には株主

の皆様の自由な意思と判断によるべきものであると考えておりますが、一方では、大規模買付行為の中に

は、その目的等から見て当社の企業価値および株主様共同の利益に明白な侵害をもたらすものがあること

も否定出来ません。

　したがいまして、当社の企業価値および株主様共同の利益の確保・向上に反する当社株式の大規模買付行

為を行おうとする特定の者、あるいはグループは、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として

不適切であると考えております。

　これらをもって会社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針としており

ます。

Ⅱ　当社の企業価値および株主様共同の利益の確保・向上に関する取組みについて

 (ⅰ)　当社の取組み内容

当社は、大正２年６月に創業以来、常に時代の要請にお応えするセラミックス製品、加熱装置、計測機器シ

ステムを開発、提供し、高い評価をいただいてまいりました。得意とする特定分野のセラミックスならびに

計測機器と加熱装置のリーディングカンパニーを目指しております。

　当社の中期的な経営戦略は、毎年見直しを行っております、向こう３年間の「中期計画」に基づいて進め

てまいります。

　その重点課題は次のとおりであります。

　（１） 環境・省エネ用セラミックスならびに耐摩耗セラミックスにおけるジルコニアボールと粉砕機用

部材の生産能力増強。

　（２） 温室効果ガス排出量の削減等エネルギーの効率的利用と生産改革による生産合理化の推進。

　（３） マーケットニーズに対応したセラミックス新製品およびエンジニアリング新商品の開発と拡販。

　（４） 内部統制システムの構築に基づくリスク管理の強化や内部監査の充実によるさらなる内部管理体

制の整備。

以上の取組みにより、当社の企業価値および株主共同の利益の確保・向上に努めていく所存であります。
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　(ⅱ)　コーポレート・ガバナンスの強化について

今日においては、取り巻く環境変化に素早く対応し、いかに適時・的確に意思決定や組織的取組みを行え

るかが、今後の企業成長の鍵を握るものと認識しております。当社は経営のスピード化、企業行動の透明性

の確保、そして、特に株主の皆様に対するディスクロージャーおよびアカウンタビリティーの充実を重視し

てコーポレート・ガバナンスの強化に取組んでおります。

　また、コンプライアンス委員会規程やＣＳＲ行動規範を制定・施行し、取締役ならびに従業員が法令・定

款等を遵守することの徹底を図るとともに、リスク管理規程に基づく危機管理体制の強化にも取組むなど、

内部統制システムの充実に努めております。

Ⅲ　会社支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配さ

れることを防止するための取組み

当社は、Ⅰで述べた会社支配に関する基本方針に照らして、当社株式の大規模買付行為が行われる場合に

は、一定の対応方針を定めることをもって、会社支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社

の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みが必要と考えております。

　当社取締役会は、上場会社として当社株式の自由な売買を認める以上、当社取締役会の賛同を得ずに行わ

れる、いわゆる「敵対的買収」であっても、企業価値および株主様共同の利益に資するものであれば、これ

を一概に否定するものではありません。また、株式会社の支配権の移転を伴う買収の提案に応じるかどうか

の判断も、最終的には株主の皆様の判断に基づき行われるべきものと考えております。

　しかしながら、外部者である買収者から買収の提案を受けた際に、当社株主の皆様が当社の有形無形の経

営資源、将来を見据えた施策の潜在的効果その他当社の企業価値を構成する要素を十分に把握した上で、当

該買収が当社の企業価値および株主様共同の利益に及ぼす影響を短時間のうちに適切に判断することは必

ずしも容易ではないものと思われます。したがいまして、買収の提案が行われた場合に、当社株主の皆様の

意思を適正に反映させるためには、まず、当社株主の皆様が適切に判断できる状況を確保する必要があり、

そのためには、当社取締役会が必要かつ相当な検討期間内に当該買収の提案について誠実かつ慎重な調査

を行った上で、当社株主の皆様に対して必要かつ十分な判断材料（当社取締役会による代替案を出す場合

もあります。）を提供する必要があるものと考えております。

　また、買収者による買収の中には、その目的や態様等から見て、企業価値および株主様共同の利益を顧みる

ことなく、もっぱら買収者自らの利潤のみを追求しようとするもの、株主の皆様に株式の売却を事実上強要

するおそれがあるもの、当社の取締役会や株主の皆様が株式の買収内容等について検討し、あるいは当社の

取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの等、当社の企業価値および株主様

共同の利益を損なうと思われるものも少なくありません。

　そもそも、当社および当社グループ会社が構築してきた企業価値および株主様共同の利益を確保・向上さ

せていくためには、研究開発、生産および販売を支える従業員をはじめ、当社および当社グループ会社を取

り巻くすべてのステークホルダーとの間に築かれた長年に亘る信頼関係の維持が必要不可欠であり、これ

らが当社株式の買収者により中長期的に確保され、向上させられるものでなければ、当社の企業価値および

株主様共同の利益は毀損されることになります。

　かかる認識に基づき、当社取締役会は、当社の企業価値および株主様共同の利益に反する大規模買付行為

を抑止するためには、大規模買付行為の提案が行われた場合に大規模買付行為を行おうとする者（以下

「大規模買付者」といいます。）、および当社取締役会が遵守すべき手続きについて客観的かつ具体的に定

めることが必要であると考え、大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）を導入し、平成21年６月開

催の定時株主総会で承認され発効いたしました。

　なお、当社はこの大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）の詳細を平成21年５月７日付で「当社

株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）の導入について」として公表しております。

　（この適時開示文書の全文は、インターネット上の当社ウェブサイトhttp://www.nikkato.co.jp/に掲載

しております。）
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Ⅳ　当社の買収防衛策が会社支配に関する基本方針に沿うものであり、株主様共同の利益を損なうものでは

ないこと、会社役員の地位の維持を目的とするものではないことおよびその理由

当社では、買収防衛策の導入にあたって、以下の理由から、本買収防衛策が会社支配に関する基本方針に

沿うものであり、株主様共同の利益を損なうものではなく、会社役員の地位の維持を目的とするものでもな

いと考えております。

１．「買収防衛策に関する指針」、「買収防衛策の在り方」に十分配慮していること

本買収防衛策は、経済産業省および法務省が平成17 年５月27 日に発表した「企業価値・株主共同の利

益の確保または向上のための買収防衛策に関する指針」および、経済産業省の企業価値研究会が平成20 年

６月30 日に発表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」の内容に十分配慮したもの

となっております。

２．株主様共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されていること

本買収防衛策は、当社株式に対する大規模買付行為がなされた際に、当該大規模買付行為に応じるべきか

否かを株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報や時間を確保し

たり、株主の皆様のために大規模買付者と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値およ

び株主様共同の利益を確保し、向上させるという目的をもって導入されるものであります。

　本買収防衛策によって、当社の株主の皆様および投資家の皆様は、適切な投資判断を行うことができます

ので、本買収防衛策が株主様共同の利益を損なうものではなく、むしろその利益に資するものであると考え

ております。

３．株主の皆様の意思を重視するものであること

本買収防衛策は、平成21年６月開催の定時株主総会における株主の皆様からのご承認をもって発効して

おります（有効期間は平成24年６月30日までに開催される第142回定時株主総会の終結の時まで）。

　また、本買収防衛策の有効期間の満了前であっても、株主総会において、本買収防衛策を変更または廃止す

る旨の決議がなされた場合には、本買収防衛策はその時点で変更または廃止されることになっております。

　以上の理由から、本買収防衛策の消長および内容は、当社株主総会の意思に基づくものとなっております。

４．独立委員会の設置による当社取締役会判断の客観性および合理性の担保

当社は、本買収防衛策の導入にあたり、株主の皆様のために本買収防衛策の発動等の運用に際して当社取

締役会の恣意的判断を排除するために、独立委員会を設置いたしました。 

　独立委員会は３名以上とし、当社の業務執行を行う経営陣から独立している社外監査役または、社外の有

識者（会社経営者、弁護士、公認会計士および学識経験者等）により構成されます。 

　当社取締役会は独立委員会の判断を最大限尊重しなければならないこととされており、当社の企業価値お

よび株主様共同の利益に資する範囲で本買収防衛策の透明な運営が行われる仕組みが確保されておりま

す。

５．合理的な客観的発動要件の設定

本買収防衛策は、予め定められた合理的な客観的発動要件が充足されなければ発動されないように設定

されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しているものといえます。

６．当社取締役の任期が１年であること

当社は、平成21年６月開催の定時株主総会におけるご承認を得て、取締役の任期を１年に短縮いたしまし

た。 

　したいがいまして、平成21年６月開催の定時株主総会において本買収防衛策が承認された後、本買収防衛

策の有効期間中であっても、株主の皆様は、毎年の取締役の選任を通じて、本買収防衛策につき、そのご意向

を反映できるようになっております。
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７．デッドハンド型やスローハンド型買収防衛策ではないこと

本買収防衛策は、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により廃止することができ

るものとされており、当社株式の大規模買付行為者が、当社株主総会で取締役を指名し、かかる取締役で構

成される取締役会により、本買収防衛策を廃止することが可能であります。したがいまして、本買収防衛策

は、デッドハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の過半数を交替させてもなお、発動を阻止できない買収

防衛策）ではありません。 

　また、当社は期差任期制を採用していないため、本買収防衛策はスローハンド型買収防衛策（取締役会の

構成員の交替を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策）でも

ありません。

　

(5) 研究開発活動

当第３四半期連結会計期間における当社グループの研究開発活動の総額は51,865千円であります。

　

(6) 経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し

当第３四半期連結会計期間において、当社グループの経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略

の現状と見通しに重要な変更及び新たに生じた要因はありません。

　

(7) 経営者の問題認識と今後の方針について

当社グループ経営陣は、現在の事業環境及び入手可能な情報に基づき最善の経営方針を立案するよう努

めておりますが、当社グループを取り巻く事業環境を鑑みると、世界の金融市場は多少の落ち着きは取り戻

しましたものの、不況は長期化の様相を呈しており、全く予断は許されません。このような厳しい状況下で

はございますが、当社グループは全社をあげての合理化と経費の削減に努めることは勿論のこと、持てる資

源を集中して新規商品の開発にも注力してまいります。

　上記事項は、報告書提出日現在において判断したものであります。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第３四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な変更はありません。

　

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

セラミックス事業において第２四半期連結会計期間末に計画中であった提出会社堺工場の研究開発設

備及び焼成設備や東山工場成形設備の一部が当第３四半期に完了しております。

また、当第３四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 37,280,000

計 37,280,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成21年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成22年2月15日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 12,135,69512,135,695
東京証券取引所
（市場第一部）

単元株式数は100株でありま
す。

計 12,135,69512,135,695― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

　

(3) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成21年12月31日 ― 12,135,695― 1,320,740― 1,088,420

　

(5) 【大株主の状況】

大量保有報告書の写しの送付がなく、当第３四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりま

せん。
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(6) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できず、記載す

ることができませんので、直前の基準日である平成21年９月30日の株主名簿により記載しております。

① 【発行済株式】

　 　 　 平成21年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
（自己保有株式)

普通株式
210,700

― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式　　　　　　　

11,905,700
119,057 ―

単元未満株式
普通株式
19,295

― 一単元（100株）未満株式

発行済株式総数 12,135,695― ―

総株主の議決権 ― 119,057 ―

(注)　１　「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が、100株（議決権1　個）含ま

れております。

２　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式78株が含まれております。

　

② 【自己株式等】

　 　 平成21年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式)
株式会社ニッカトー

大阪府堺市堺区遠里小野
町３丁２番２４号

210,700― 210,700 1.74

計 ― 210,700― 210,700 1.74

　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成21年
　４月 　５月 　６月 　７月 　８月 　９月 　10月 　11月 　12月

最高(円) 428 385 554 610 588 529 445 404 409

最低(円) 370 350 385 534 510 402 360 326 326

(注)　株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。
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第５ 【経理の状況】

１  四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、前第３四半期連結会計期間(平成20年10月１日から平成20年12月31日まで)及び前第３四半期連結

累計期間(平成20年４月１日から平成20年12月31日まで)は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当

第３四半期連結会計期間(平成21年10月１日から平成21年12月31日まで)及び当第３四半期連結累計期間

(平成21年４月１日から平成21年12月31日まで)は改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成してお

ります。

　

２  監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第３四半期連結会計期間(平成20年10月１

日から平成20年12月31日まで)及び前第３四半期連結累計期間(平成20年４月１日から平成20年12月31日ま

で)に係る四半期連結財務諸表並びに当第３四半期連結会計期間(平成21年10月１日から平成21年12月31日

まで)及び当第３四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21年12月31日まで)に係る四半期連結財

務諸表について、清稜監査法人により四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,560,657 1,733,105

受取手形及び売掛金 ※5
 1,999,139 2,054,033

有価証券 30,526 30,494

商品及び製品 594,717 604,901

仕掛品 549,348 581,031

原材料及び貯蔵品 186,918 194,242

その他 91,966 388,030

貸倒引当金 △3,695 △3,400

流動資産合計 5,009,579 5,582,438

固定資産

有形固定資産

建物（純額） ※1, ※2
 1,741,123

※1, ※2
 1,235,029

機械及び装置（純額） ※1
 1,147,625

※1
 945,347

その他（純額） ※1, ※2, ※3
 466,313

※1, ※2, ※3
 1,032,987

有形固定資産合計 3,355,062 3,213,364

無形固定資産 24,414 28,382

投資その他の資産

その他 ※2
 1,101,266

※2
 1,148,920

貸倒引当金 △2,982 △34,518

投資その他の資産合計 1,098,283 1,114,401

固定資産合計 4,477,760 4,356,149

資産合計 9,487,339 9,938,587

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 ※2
 715,499

※2
 720,960

短期借入金 ※2
 402,000

※2
 402,000

1年内返済予定の長期借入金 ※2
 168,512

※2
 117,352

未払金 253,575 546,651

未払法人税等 13,670 －

賞与引当金 73,750 166,000

役員賞与引当金 16,582 22,110

その他 30,341 16,372

流動負債合計 1,673,931 1,991,446

固定負債

長期借入金 ※2
 166,240

※2
 144,014

退職給付引当金 53,374 33,044

役員退職慰労引当金 101,094 127,312

その他 68,016 68,016

固定負債合計 388,725 372,387

負債合計 2,062,656 2,363,833
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,320,740 1,320,740

資本剰余金 1,221,859 1,221,859

利益剰余金 5,095,654 5,237,026

自己株式 △91,515 △91,296

株主資本合計 7,546,739 7,688,330

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △122,056 △113,576

評価・換算差額等合計 △122,056 △113,576

純資産合計 7,424,682 7,574,753

負債純資産合計 9,487,339 9,938,587
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(2)【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年12月31日)

売上高 5,887,643 4,167,419

売上原価 4,273,981 3,269,652

売上総利益 1,613,661 897,767

販売費及び一般管理費 ※1
 1,099,829

※1
 799,746

営業利益 513,832 98,020

営業外収益

受取利息 6,069 3,152

受取配当金 17,855 13,765

助成金収入 － 40,213

その他 17,039 27,693

営業外収益合計 40,963 84,825

営業外費用

支払利息 8,718 10,075

その他 6,217 3,795

営業外費用合計 14,936 13,870

経常利益 539,860 168,975

特別利益

貸倒引当金戻入額 2,060 105

特別利益合計 2,060 105

特別損失

投資有価証券評価損 206,838 －

設備移転費用 － 40,786

退職給付制度改定損 － 37,102

固定資産廃棄損 3,843 4,321

減損損失 4,014 －

特別損失合計 214,697 82,210

税金等調整前四半期純利益 327,223 86,870

法人税、住民税及び事業税 500 21,600

法人税等還付税額 － △2,225

法人税等調整額 216,397 29,989

法人税等合計 216,897 49,364

四半期純利益 110,325 37,505
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【第３四半期連結会計期間】
（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間
(自 平成20年10月１日
　至 平成20年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成21年10月１日
　至 平成21年12月31日)

売上高 1,807,459 1,511,488

売上原価 1,348,943 1,170,164

売上総利益 458,516 341,323

販売費及び一般管理費 ※1
 503,927

※1
 270,508

営業利益又は営業損失（△） △45,410 70,815

営業外収益

受取利息 1,764 951

受取配当金 4,015 3,403

助成金収入 － 8,458

その他 7,853 4,321

営業外収益合計 13,633 17,134

営業外費用

支払利息 3,899 3,297

コミットメントフィー － 750

その他 758 249

営業外費用合計 4,657 4,297

経常利益又は経常損失（△） △36,435 83,652

特別利益

貸倒引当金戻入額 100 43

特別利益合計 100 43

特別損失

投資有価証券評価損 206,838 －

固定資産廃棄損 1,795 3,395

退職給付制度改定損 － 37,102

設備移転費用 － 16,552

特別損失合計 208,634 57,050

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△244,969 26,645

法人税、住民税及び事業税 △211,500 △6,000

法人税等調整額 190,548 21,649

法人税等合計 △20,951 15,649

四半期純利益又は四半期純損失（△） △224,018 10,995
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 327,223 86,870

減価償却費 344,843 365,302

減損損失 4,014 －

のれん償却額 189,634 －

投資有価証券評価損益（△は益） 206,838 1

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,060 △31,241

受取利息及び受取配当金 △23,924 △16,918

支払利息 8,718 10,075

退職給付引当金の増減額（△は減少） △283,994 20,330

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5,243 △26,218

たな卸資産廃棄損 694 117

固定資産廃棄損 3,843 4,321

売上債権の増減額（△は増加） 836,944 88,178

たな卸資産の増減額（△は増加） △109,427 49,073

その他の資産の増減額（△は増加） △335,866 322,437

仕入債務の増減額（△は減少） △287,548 △7,209

未払消費税等の増減額（△は減少） △44,776 △51,987

その他の負債の増減額（△は減少） △82,622 △55,756

小計 757,777 757,376

利息及び配当金の受取額 22,546 17,925

利息の支払額 △9,441 △11,457

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △323,114 △9,919

営業活動によるキャッシュ・フロー 447,767 753,925

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △513,053 △827,124

無形固定資産の取得による支出 △17,694 △6,087

投資有価証券の取得による支出 △1,063 △1,222

貸付けによる支出 － △3,000

貸付金の回収による収入 2,935 2,873

定期預金の増減額（△は増加） △100,000 －

子会社株式の取得による支出 46,344 －

投資その他の資産の増減額（△は増加） △16,378 3,271

投資活動によるキャッシュ・フロー △598,910 △831,289
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出 △20,700 －

長期借入れによる収入 300,000 200,000

長期借入金の返済による支出 △183,241 △126,614

自己株式の取得による支出 △61,254 △218

配当金の支払額 △257,104 △168,218

財務活動によるキャッシュ・フロー △222,299 △95,051

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △373,442 △172,415

現金及び現金同等物の期首残高 1,578,544 1,593,599

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 1,205,101

※1
 1,421,184
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【継続企業の前提に関する事項】

当第３四半期連結会計期間(自　平成21年10月１日　至　平成21年12月31日)

該当事項はありません。

　

【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

当第３四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年12月31日)

該当事項はありません。

　

【簡便な会計処理】

項目
当第３四半期連結累計期間

(自　平成21年４月１日　至　平成21年12月31日)

１　たな卸資産の実地たな卸の省略   当第３四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地

たな卸を省略し第２四半期会計期間末の実地たな卸高を基礎とし合

理的な方法によっております。

２　固定資産の減価償却費の算定方法   定率法を採用している固定資産については、会計年度に係る減価

償却費の額を期間按分して算定する方法によっております。

　

　

【四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理】

当第３四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年12月31日)

該当事項はありません。

　

【追加情報】

項目
当第３四半期連結累計期間

(自　平成21年４月１日　至　平成21年12月31日)

１　退職給付引当金   当社は確定拠出年金法の施行に伴い、平成20年12月に退職年金制

度の50％部分について確定拠出年金制度へ移行し、また平成21年６

月に残り50％部分についても確定給付企業年金制度へ移行いたしま

した。「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」（企業会計基

準適用指針第１号）を適用しております。　
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　

当第３四半期連結会計期間末 
(平成21年12月31日)

前連結会計年度末 
(平成21年３月31日)

※１ 　有形固定資産の減価償却累計額は 、
6,496,333千円であります。

※１ 　 有形固定資産の減価償却累計額は 、
6,216,267千円であります。

※２ 　担保に供されている資産で前連結会計年度
末に比べて著しい変動が認められるものはあ
りません。

※２ 　担保に供されている資産は次の通りであり
ます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　   有形固定資産のうち次の部分は、短
期借入金300,000千円、１年以内に返済予定の
長期借入金96,500千円及び長期借入金
115,500千円の担保に供しております。

　　 　建　　物　　　　　　　　　　　1,081,377千円

　　 　土　　地　　 　　　　　　　　　　44,933千円

　　 　合　　計　　　　　　　　　　　1,126,311千円

　　 　　投資その他資産のその他に含まれる投資有価
証券のうち18,465千円は、買掛金107,498千円、
支払手形30,806千円の担保に供しております。

※３ 　国庫補助金の受入により工具器具及び備品の
取得価格から控除した金額の累計額は、55,654
千円であります。

※３ 　国庫補助金の受入により工具器具及び備品の
取得価格から控除した金額の累計額は、55,654
千円であります。

　４ 　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため
取引銀行みずほ銀行と貸出コミットメント契
約を締結しております。
　当第３四半期連結会計期間末における貸出コ
ミットメントに係る借入未実行残高等は次の
とおりであります。

　４ 　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取
引銀行みずほ銀行と貸出コミットメント契約を
締結しております。
　当連結会計年度末における貸出コミットメン
トに係る借入未実行残高等は次のとおりであり
ます。 

　貸出コミットメントの総額　　  500,000千円 　貸出コミットメントの総額　　  　500,000千円

　借入実行残高　　　　　　　　  400,000千円 　借入実行残高　　　　　　　 　 　400,000千円

　差引額　　　　　　　　　　　  100,000千円 　差引額　　　　　　　　　　 　　 100,000千円

※５ 　四半期連結会計期間末日満期手形の処理につ
いては、満期日に決済が行われたものとして処
理しております。 
　なお、当第３四半期連結会計期間末日が金融
機関の休日であったため、次の四半期連結会計
期間満期手形が、当第３四半期連結会計期間末
残高から除かれております。

　          __________________________

　受取手形　　　　　　　　　     95,828千円 　　
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(四半期連結損益計算書関係)

第３四半期連結累計期間

前第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
  至　平成20年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日 
  至　平成21年12月31日)

※１ 販売費及び一般管理費の主なもの ※１ 販売費及び一般管理費の主なもの

　 荷造運搬費 48,973千円 　 荷造運搬費 37,614千円

　 役員報酬 50,437　 　 役員報酬 47,699　

　 従業員給料手当 301,617　 　 従業員給料手当 304,609　

　 地代家賃 32,695　 　 地代家賃 34,946　

　 賞与引当金繰入額 44,000　 　 賞与引当金繰入額 24,550　

　 役員賞与引当金繰入額 21,450　 　 役員賞与引当金繰入額 15,075　

　 退職給付引当金繰入額 12,158　 　 退職給付引当金繰入額 1,853　

　 役員退職慰労引当金繰入額 10,654　 　 役員退職慰労引当金繰入額 12,041　

　 福利厚生費 86,196　 　 福利厚生費 85,175　

　 減価償却費 36,767　 　 減価償却費 34,515　

　 のれん償却額 189,634　 　 　 　 　
　

第３四半期連結会計期間

前第３四半期連結会計期間
(自　平成20年10月１日 
  至　平成20年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自　平成21年10月１日 
  至　平成21年12月31日)

※１ 販売費及び一般管理費の主なもの ※１ 販売費及び一般管理費の主なもの

　 荷造運搬費 15,266千円 　 荷造運搬費 14,767千円

　 役員報酬 17,997　 　 役員報酬 15,664　

　 従業員給料手当 101,364　 　 従業員給料手当 100,305　

　 地代家賃 11,952　 　 地代家賃 11,709　

　 賞与引当金繰入額 44,000　 　 賞与引当金繰入額 24,550　

　 役員賞与引当金繰入額 7,350　 　 役員賞与引当金繰入額 5,025　

　 退職給付引当金繰入額 2,004　 　 退職給付引当金繰入額 801　

　 役員退職慰労引当金繰入額 3,551　 　 役員退職慰労引当金繰入額 3,801　

　 福利厚生費 36,730　 　 福利厚生費 30,740　

　 減価償却費 13,473　 　 減価償却費 14,833　

　 のれん償却額 189,634　 　 　 　 　
　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
  至　平成20年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日 
  至　平成21年12月31日)

※１ 　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半
期連結貸借対照表に掲記されている科目の金
額との関係　

※１ 　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半
期連結貸借対照表に掲記されている科目の金
額との関係　

　現金及び預金 1,344,628千円　 　現金及び預金 1,560,657千円　
　有価証券 30,857　〃　 　有価証券 30,526  〃　
　　　　計 1,375,485千円　 　　　　計 1,591,184千円　

　
預入期間が３か月超の定期
預金

△ 170,000　〃　 　
預入期間が３か月超の定期
預金

△170,000  〃　

　
ＭＭＦ及びＣＰ以外の有価
証券

△　   384　〃　 　現金及び現金同等物 1,421,184千円　
　現金及び現金同等物 1,205,101千円　 　　 　 　
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(株主資本等関係)

当第３四半期連結会計期間末(平成21年12月31日)及び当第３四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　

至　平成21年12月31日)

　

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第３四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 12,135,695

　

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類
当第３四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 210,843

　

３　新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

　
４　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成21年６月25日
定時株主総会

普通株式 119,253 10.00平成21年３月31日 平成21年６月26日 利益剰余金

平成21年10月23日
取締役会

普通株式 59,624 5.00平成21年９月30日 平成21年12月10日 利益剰余金

　
　(2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効

力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

　

５　株主資本の著しい変動に関する事項

該当事項はありません。
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(セグメント情報)

当社グループでは、内部管理上の区分によりセラミックス事業とエンジニアリング事業に分けてお

ります。

当社グループは、平成20年10月に関東電子計測株式会社を買収し、連結決算に移行したこと及び事業

毎の損益を正確に把握できる体制が整備されたことから、当連結累計期間より経営の多角化の実態に

ついて有用な情報を開示することといたしました。

　したがいまして、前第３四半期連結会計期間の記載は行っておりません。

　

【事業の種類別セグメント情報】

当第３四半期連結会計期間(自  平成21年10月１日  至  平成21年12月31日)

　

　

セラミックス　　　
　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　事業
(千円)

エンジニア　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　リング事業

(千円)

計
(千円)

消去又は全社
(千円)

連結
(千円)

売上高 　 　 　 　 　

  (1) 外部顧客に
      対する売上高

1,152,430359,0571,511,488 ― 1,511,488

  (2) セグメント間の内部
      売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 1,152,430359,0571,511,488 ― 1,511,488

営業利益 70,206 609 70,815 ― 70,815

(注) １　事業区分は内部管理上採用している区分によっております。

２　各区分の主な製品

(１)　セラミックス事業………粉砕用ボール及び部材、熱処理容器・道具材、酸素センサ等

(２)　エンジニアリング事業…各種電気炉、熱処理装置、応力測定機器、計測制御装置等

３　金額は販売価格によっております。

　

当第３四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年12月31日)

　

　

セラミックス　　　
　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　事業
(千円)

エンジニア　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　リング事業

(千円)

計
(千円)

消去又は全社
(千円)

連結
(千円)

売上高 　 　 　 　 　

  (1) 外部顧客に
      対する売上高

3,071,1601,096,2584,167,419 ― 4,167,419

  (2) セグメント間の内部
      売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 3,071,1601,096,2584,167,419 ― 4,167,419

営業利益又は営業損失(△) 116,680△18,659 98,020 ― 98,020

(注) １　事業区分は内部管理上採用している区分によっております。

２　各区分の主な製品

(１)　セラミックス事業………粉砕用ボール及び部材、熱処理容器・道具材、酸素センサ等

(２)　エンジニアリング事業…各種電気炉、熱処理装置、応力測定機器、計測制御装置等

EDINET提出書類

株式会社ニッカトー(E01188)

四半期報告書

24/30



３　金額は販売価格によっております。
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【所在地別セグメント情報】

当第３四半期連結会計期間(自  平成21年10月１日  至  平成21年12月31日)

在外子会社及び重要な在外支店がないため記載を省略しております。

　

当第３四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年12月31日)

在外子会社及び重要な在外支店がないため記載を省略しております。

　

【海外売上高】

当第３四半期連結会計期間(自  平成21年10月１日  至  平成21年12月31日)

海外売上が連結売上高の10％未満であるため記載を省略しております。

　

当第３四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年12月31日)

海外売上が連結売上高の10％未満であるため記載を省略しております。

　

(有価証券関係)

有価証券の第３四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前事業年度の末日と比較して著しい

変動はありません。

　

(デリバティブ取引関係)

当社グループはデリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。

　

(ストック・オプション等関係)

該当事項はありません。

　

(企業結合等関係)

該当事項はありません。

　

(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日)

前連結会計年度末
(平成21年３月31日)

１株当たり純資産額 622円62銭１株当たり純資産額 635円18銭

(注)　１株当たり純資産額の算定上の基礎

項目
当第３四半期　　　　　　連結会

計期間末
(平成21年12月31日)

前連結会計年度末
(平成21年３月3１日）

純資産の部の合計額(千円) 7,424,682 7,574,753

普通株式に係る純資産額(千円) 7,424,682 7,574,753

普通株式の発行済株式数(千株) 12,135 12,135

普通株式の自己株式数(千株) 210 210

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式
の数(千株)

11,924 11,925
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２  １株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額

第３四半期連結累計期間

前第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
  至　平成20年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日 
  至　平成21年12月31日)

１株当たり四半期純利益金額 9円20銭１株当たり四半期純利益金額 3円15銭

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益につい
て、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益につい
て、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　
(注)　１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎

項目
前第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
  至　平成20年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日 
  至　平成21年12月31日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(千円) 110,325 37,505

普通株式に係る四半期純利益(千円) 110,325 37,505

普通株式の期中平均株式数(千株) 11,993 11,924

　

第３四半期連結会計期間

前第３四半期連結会計期間
(自　平成20年10月１日 
  至　平成20年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自　平成21年10月１日 
  至　平成21年12月31日)

１株当たり四半期純利益金額
又は四半期純損失金額（△）

△18円78銭１株当たり四半期純利益金額 0円92銭

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益について
は、潜在株式が存在せず、また、１株当たり四半期純損失
が計上されているため記載しておりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益につい
て、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　
(注)　１株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額の算定上の基礎

項目
前第３四半期連結会計期間
(自　平成20年10月１日 
  至　平成20年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自　平成21年10月１日 
  至　平成21年12月31日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益
又は四半期純損失（△）(千円)

△224,018 10,995

普通株式に係る四半期純利益
又は四半期純損失（△）(千円)

△224,018 10,995

普通株式の期中平均株式数(千株) 11,926 11,924

　

(重要な後発事象)

　該当事項はありません。

　

(リース取引関係)

該当事項はありません。

　

２ 【その他】

第140期（平成21年４月１日から平成22年３月31日まで）中間配当については、平成21年10月23日開催の

取締役会において、平成21年９月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、次のとおり中間

配当を行うことを決議いたしました。

①　中間配当金の総額　　　　　　　　　　　　　　　59,624千円

②　１株当たり中間配当金　　　　　　　　　　　　　　 5円00銭

③　支払請求権の効力発生日及び支払開始日　　平成21年12月10日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成21年２月６日

株式会社ニッカトー

取締役会  御中

　

清稜監査法人

　

代表社員
業務執行社員

　 公認会計士    小    田    利    昭    印

　

代表社員
業務執行社員

　 公認会計士    田    中    伸    郎    印

　

　

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式

会社ニッカトーの平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間

(平成20年10月１日から平成20年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成20年４月１日から平成20

年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四

半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任

は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにあ

る。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ニッカトー及び連結子会社の平成20

年12月31日現在の財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の

経営成績並びに第３四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる

事項がすべての重要な点において認められなかった。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以  上

　
 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成22年２月４日

株式会社ニッカトー

取締役会  御中

　

清稜監査法人

　

代表社員
業務執行社員

　 公認会計士    小    田    利    昭    印

　

代表社員
業務執行社員

　 公認会計士    田    中    伸    郎    印

　

　

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式

会社ニッカトーの平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間

(平成21年10月１日から平成21年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21

年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四

半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任

は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにあ

る。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ニッカトー及び連結子会社の平成21

年12月31日現在の財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の

経営成績並びに第３四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる

事項がすべての重要な点において認められなかった。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以  上

　
 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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